
令和４年度

給水装置工事申込等全般に係る留意事項について

岩手中部水道企業団 給配水課
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（１）給水装置工事申込等に係る留意事項

説明内容

（２）給水装置工事申込みに伴う道路占用等に係る留意事項
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給水装置工事申込等に係る留意事項

申込書類等については、ホームページから最新のものをダウンロードし、利用するようお願い

します。

・様式第１号 給水装置工事 申込書（R2.4.1より変更）

・様式第７号 給水装置工事 申込時チェックシート

ホームページアドレスはこちら https://www.iwatetyubu-suido.jp/company/332/

(１)給水装置工事申込書の様式について
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給水装置工事申込等に係る留意事項

(２)給水装置工事申込書の記入について

太枠内のみ記入して下さい。工事種別・用途の欄については、記載不要です。また、工期の欄

の記入漏れが見受けられるので、忘れずに記入をして提出して下さい。
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工事種別・用途の欄
については、記載不
要です。 太枠内のみ記入して下さい。

工期の欄の記入も忘れずに。

R2.4.1より文言が追加され

ております。



給水装置工事申込等に係る留意事項

・申請書類に不備・不足がある場合は、受付できない場合もありますので、給水装置工事申込時

チェックシート(様式第７号)を利用し、工事店で必要書類を点検後、提出をお願いします。

・要綱改正に伴い様式が若干変更となりますので、最新版をホームページよりダウンロードして

ご利用下さい。

・受付後から概ね２週間を目安に承認をしております。受付順で審査しておりますので、急いで

承認を依頼される場合がありますが、他の申請が後回しになることがありますので、申請書の

提出は余裕を持って提出するようお願いします。

(３)給水装置工事申込に係る留意事項について
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給水装置工事申込等に係る留意事項

・分岐穿孔等の立会の連絡（予約）については、原則、分岐施工日の２日前の正午までと

しております。また、写真検査を指示された物件についても、同様に施工日が決まりま

したなら必ず企業団へ連絡をするようお願いします。（連絡がないまま施工している現

場があります。赤水、事故等発生の際対応に苦慮します）

・分岐の際使用する穿孔機や資材については、事前に点検や仕様を確認し施工の際トラブ

ル等のないよう準備願います。（※φ30の分岐はホルソー付き穿孔機となります）

・断水の伴う分岐等の際は、事前に現地バルブの位置等確認を要しますので、余裕を持っ

た工程で立会予約、作業を進めていただきますようお願いします。

(４)分岐穿孔等の立会いについて
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給水装置工事申込等に係る留意事項

・完成検査（現地）の受付は検査希望日の２日前の正午までとしております。申込時と同様に

完成書類に不備・不足がある場合は、受付できない場合があります。また、完成検査実施日

の前日午前中までに書類の不備・不足が解消されない場合は、完成検査は実施できないので

ご注意願います。

・検査員から完成図等の修正を指示された場合は、概ね１週間以内に提出して下さい。

・現場は完了しているが完成検査を受検しない、検査員から図面等の修正を指示されたのにも

関わらず期限内に提出がない場合は、解消されるまでの間は給水装置工事の申込みを受付し

ない場合があるのでご注意願います。（※未検査、未提出の物件がないか今一度ご確認

願います）

(５)給水装置工事完成検査について
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給水装置工事申込等に係る留意事項

・窓口対応時間については、原則午前８時３０分～午後３時 (午後０時～午後１時は除く)とし

ておりすので、ご協力をお願いします。また、限られたスペース・少ない人数で窓口対応を

しりますので、理解とご協力をお願いします。(順番に対応します)

・相談等の場合は、原則、主任技術者の方が来庁し協議されるようお願いします。審査担当職員

は日常業務の半分以上は相談業務に費やしています。相談する場合は十分に整理した上で相談

して下さい。そうすることで、相談時間の短縮につながり相談回数も減少し、審査から承認ま

での期間も短くなります。

・主任技術者の職務（水道法第25条の4第3項）を再認識してもらい最小限の相談として下さい。

(６)窓口対応
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給水装置工事申込等に係る留意事項

※抜粋

水道法 第二十五条の四

第３項 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

一 給水装置工事に関する技術上の管理

二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定める

基準に適合していることの確認

四 その他厚生労働省令で定める職務

9

◎給水装置工事主任技術者



給水装置工事申込等に係る留意事項

水道法施行規則 第二十三条

法第二十五条の四第三項第四号の厚生労働省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、

水道事業者の給水区域において施工する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に

掲げる連絡又は調整を行うこととする。

一 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置

の確認に関する連絡調整

二 第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する

連絡調整

三 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡
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◎給水装置工事主任技術者の職務



給水装置工事申込等に係る留意事項

・大口径(50㎜以上)あるいは大量にメーターを出庫する場合は、準備をする都合があるので、

事前に連絡の上、窓口に来られるようお願いします。また、メーター出庫の受付時間は窓口

受付時間内となりますので、ご協力をお願いします。

・緊急時以外の管路図面・宅内図面のＦＡＸ・メールでの提供は行いませんので、お手数です

が窓口までお越し下さい。

・加入金・手数料を企業団窓口以外でお支払いの際は、納入が分かる書類を提出した後、分岐

立会いの予約を行って下さい。(事前予約不可)

(７)その他
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給水装置工事申込等に係る留意事項

・申請時あまりにも分かりづらい図面を提出された場合は、再提出をお願いする場合がありま

すのでご注意下さい。

・完成図面は半永久的に残るものですので、要綱§６製図を基に誰が見ても分かり易い図面と

なるよう作図をお願いします。（特にも止水栓、分岐オフセットについては正確に作図して

いただきますようお願いします。）

・給水装置修理工事報告書の作成については、メーター２次側の漏水修繕により水量認定及び

水道料金等を減免する際の資料となりますので、写真は修繕の前後と漏水状況がしっかりわ

かるように撮影をし、修理図面は漏水個所を示したメーター以降の配管図と必要により立体

図（家形に洗面所、浴室など給水箇所を記した簡易なもので構いません）を提出されるよう

お願いします。
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給水装置工事に伴う道路占用等に係る留意事項

(１)申請書類について

・給水申請申込書とは別に図面の提出をしてください。提出図面の種類、部数に

ついては別表６－１のとおりです。

・図面作成にあたり、事前に必ず道路管理者との打合せをしてください。
別表 6－1

道路占用申請に必要な関係図書の提出部数について

位置図 保安計画図 平面図 横断図 断面図 道路台帳写
現地写真
(3方向から)

備 考

国 道 3 3 3 3 3 3 3 3桁国道

県 道 3 3 3 3 3 3 3

市
町

道
砂 利 3 ― 3 3 3 ―

舗 装 3 ― 3 3 3 ―

※ 国道４号については担当者と別途協議するものとする。（3部提出） 13



給水装置工事に伴う道路占用等に係る留意事項

(２)占用許可取得について

・道路管理者から、占用許可が下りましたなら許可書のコピーをお渡しします。

申請内容と許可書の内容に間違いがないか、また、条件書を熟読の上施工し

てください。

・国道及び県道については着手届が必要となりますので、工程表、道路使用の写

しを添付し２部企業団へ提出してください。

・占用工期内に工事が完成できず、工期延長が必要な場合は早めに連絡するよう

お願いします。
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給水装置工事に伴う道路占用等に係る留意事項

(３)完成書類について

・占用許可の工期内に様式第14号分岐チェックシート及び様式17号分岐工事写真

帳を記入、作成の上完成写真と一緒に２部提出してください。
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給水装置工事に伴う道路占用等に係る留意事項
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